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経 済論叢(京 都大学)第167巻 第2弓 』,2001年Z月

国民健康保険の医療費地域格差の要因分析

2次 医療 圏 デ ー タ を用 い て

文 成 絃

亘 は じ め に

国民医療費は年々増え続けている。国民所得に対する医療費の比率は1980年

代には安定していたが,1990年 代に入ってからは上昇 しはじめている。その理

由として経済成長率が鈍化 したにも関わらず,医 療費が増え続けた結果である,,

.このような状況の下で.番 影響を受けるのは財政基盤の弱い国民健康保険(以

下では国保と省略する)で ある。

医療費が経済動向に関係なく高い水準で伸びているのに対 し,保 険料収入は

近年の低成長経済の ドで伸び悩んでいることから,現 在,医 療保険財政は.大幅

な赤字構造に陥っている。 しか し,現 実的には約3.300あ る保険者の財政状況

.は多種多様であ り,健 全な財政に徹 している保険者 も数.多く存在 している。そ

れではこのような国保の保険者間の財政格差はなぜ生 じているのであろうか?

その理由は財政構造を見 ると分かるように医療給付費が保険料 と国庫負担金を

超えているからである。国庫負担金は細かい財政調整を行 っているが,基 本的

には医療給付金の5割 を負担 している。また,保 険料は所得に依存 しているが,

医療費の高低も保険料決定の重要な要因である。結局,医 療費の格差が国保の

保険者の財政を決定する重要な要因である。

岩本 ・竹下 ・別所[1997]で は医療保険の医療費の制度間格差は年齢要因が

93.3%を 説明できると分析 しているη。つまり,各 制度の年齢要因だけがほ と

1)岩 本 ・竹1・.・別 所Ll997]181.183ぺ ・..ジを 参照 さ れた い。
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んどの医療費彦)制度間格差を説明できるとしている。それによって制度間の財

政格差が生 じていると分析している。また,岩 本[1996]で はこの制度間格差

が年齢要因で説明できることから年齢要因を標準化 した医療保険制度の 元 化

を提案 した%

しか し,医 療費の格差は制度間だけではなく,各 々の制度内の保険者間にも

存在 している。特に問題 となっているのが国保の地域間医療費格差である。本.

稿では国保の地域間医療費格差が年齢要因によってどれ くらい説明で きるかを

分析することと共に年齢以外に保険者の医療費に影響を及ぼす要因を検討する

ことを日的とす る。もし,国 保の保険者間の財政格差が年齢要因だけで十分に

説明できないならば,年 齢要因だけを標準化 した一元化は新たな格差問題を引

き起こしかねない。また,都 道府県データと2次 医療圏データを用いて医療費

に影響を及ぼす要因を検討するが,そ れぞれのデータの特性と2次 医療圏デー

タの整.合性を検討することも一つの目的である。

本稿では,財 政格差を決定す る医療費の地域格差要因を分析 して合理的な制

度の費用負担問題を検討する。第且節では国保の保険者の財政格差問題を考え.

て,財 政格差を生 じさせる医療費格差の要因を分析する』第皿節では医療費の

地域格差を2次 医療圏データと都道府県データを用いて供給面からの医療費格

差要因を検討する。.第IV節では供給面からの要因が無視できないことを考慮 し

て定額払い制度への移転が必要である.ことを論じる。それ とともに現行国保制

度のイン.センティプ構造を分析 して,保 険者の役割 とともに制度改革の方向性

について議論する。

11国 保の保険者間の医療費格差

1医 療 費の年齢要因

国 民 健 康 保 険 の 医療 費地 域 格 差 の要 因 は年 齢構 成 の 要 因が 一 番 大 きい と思 わ

れ るpな ぜ な ら,高 齢 に な る につ れ て 医 療 費 は急 速 に増 え るか らで あ る。

2〕 岩本[19§6]164-169ぺ ・.一ジを参照されたい。
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第1表 年齢別 による医療 費

平 成 7. 年

推 計 額 構 成 割合一..

一 般 診 療 医 療 費

0-14歳

15-44歳

45～64歳

65歳 以 上

218,683憶 円

13,910

37,187

68,706

98,880

100%

6層.4

17

31.4

45.2

資料.:厚 生省大臣官房統計情報部編[1996]。

.65歳 以上の高齢者が全体医療費の45%を 使っていることが分かる。(高齢者

の比率が高い市町村の保険者は比較的低い保険料収入と高い医療費に直面 して

いる。)し かし,70歳 以上の医療は.老人保健制度需,によってまかなわれている

ために,問 題 とすべき年齢は60歳 から69歳までの老人医療費である。

1人 当たり実績医療費=Σ 市町村Aの 年齢階級別1人 当たり医療費

×市町村Aの 年齢階級別被保険者構成比

1人 当たり基準医療費;Σ 全国平均の年齢階級別 ユ人当たり医療費

X市 町村Aの 年齢階級別被保険者構成比

上の式は.一人当た り実際医療費を計算する式 と一人当た り基準医療費を計算.

す る式を表わ している。この基準医療費は都道府県の年齢構造を調整 した時に

・人当た り医療費である。基準医療費4〕で計算 した北海道 と沖縄の一.般1人 当

た り医療費はそれぞれ132,643円 と115,276円 である。

標準医療費の地域格差は1.15倍 である反面 実際の医療費の地域格差は1.64

倍である。 したがって,国 民健康保険の.中の医療費格差は年齢要因では70%し

か説明力がない5:卜。標準医療費と実際の医療費を比較 してみると標準医療費を

3)正 確 には65歳 以 ヒの寝た きり老 人も含 まれてい る.

4)こ こでい う基準医療費は岩本 ・竹 下 ・別所[199ア]の 計算方法 によ って計算 され たものであ る.

つ ま り,年 齢構成の影響を除外 して計算 した一般1人 当た り医療 費で ある。

5)も ちろん,こ こでい う70%の 説 明力 は北海道 と沖縄の二つの県を比較 した場合の説明力である.
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第2表 基準.医療 費 と実 際の医療費 との比較

(161)69

基 準 医 療 費 実際の医療費

...一

北.海 道 一 般 132,643 201,384

沖.縄 般 115,276
'122

,589

資料:厚 生 統計協 会[1998],厚 生省 「国民健康保険実態調査 報告 〔平成4年 度)」 か ら作成。

第3表 医療費の地域 格差の要因

人口構成 の要 因 年齢構 成,世 帯構成(3世 帯の比率)

需 要面か らの要因
住 民の生活習慣

大病院指向,社 会的入院,食 習慣,住 民

に対す る検診 ・健康教育,保 健事業 の実

施状況,医 療 費適正 化対策,自 然 ・生活

環壇

医療供給の要因
医療機関数,病 床数,医 師数 高度医療

機器 の普.及状況,老 人保健 施設 の状況
供給面か らの要 因

診療パ ター ン関連要因
薬剤 の使用状況,検 査実施回数,診 療[

数

資料=厚 生省保険局 『平成7年 度 国民健康保険事業年報」 か ら。

卜.回る都道府県 もある反面,基 準医療費 とはかけ離れている繍道府県 も存在 し

ている。 とすると,医 療費格差の年齢要因は重要な決定要因ではあるが,そ れ

がすべての医療費格差を説明できる要因ではない ことが分かる。それでは実際

にはどのような要因があり,ど のような面か らのアプローチが必要なのかを次

の節で検討 してみよう。

2医 療費の地域差の要因

医療費の地域格差が生 じる要因としては様々な要因が取 り上げられている。

大きく分けると次のようである。.この中で年齢要因が.・番影響力が強いと予想

されるが,年 齢要因以外にもた くさんの要因が絡み合 った結果,医 療費の地域

格差が生 じていると考えられる。

上の表から分かるように医療費の地域格差を引き起こす要因は様々であ り,.
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それ は大 き く分 けて 需 要 面 か らの要 因 と供 給 面 か らの 要 因 に分 け る こ とが で き

る。 要 す る に,需 要面 か らの要 因 は人 口構 成 要 因 と住 民 の生 活 習 慣 の 要 因 で あ

り,そ の 要 因 に よ って過 剰 需 要 が 生 じて い る とい う側 面 で あ る.。一 方 ,供 給 面

か らの 要 因 は 医療 供 給 の要 因 と診 療 パ ター ン関連 要 因で あ り,こ の 要 因 に よ っ

て過 剰 供 給 が 生 じてい る とい う側 面で あ る。

医療 保 険制 度 に よ って 医療 の需 要面 か らは モ ラ ル ・ハ ザ ー ドが ,出 来払 の診

療 報 酬 体 制 に よ って 医療 の供 給 面 か らは過 剰 供 給 が 行 わ れ て い る 。

第 皿節 で は2次 医 療 圏 デー タ を用 い て 医 療 費 の 地域 格 差 が 需要 面 か ら の要 因

で あ る年齢 要因 だ けで は な く,供 給 面 か らの 要 因 に よ っ て も大 き く左 右 され る

こ と を示 し,そ の対 策 を論 じる と と もに2次 医療 圏 デ ー タの適.合性 を指摘 した

い 。

III医 療費の地域格差の要因分析

医療費の地域格差 に関す るこれ までの研 究はまず は安 西他[19871],

[19876]が ある。この論文ではさまざまな変数を取 り上げて老人医療費との

相関を調べて,医 療関連指数が老.入1人 当たり医療費の都道府県格差の重要な

指標であることを示 している。また,伏 見[1996]で12道 府県の老人医療受給

者の年間を通 したレセプトデータを使 って老人医療受給者の年間医療費は入院,

入院外 とも都道府県間格差の方が2次 医療圏問格差より大きいことと都道府県

間格差は高額医療よりもむしろ日常的な医療 によることを論 じている。

金他[1992]で 人[規 模が大きい都市 において老人医療費はその市の社会 ・

経済的な要因によって比較的によく説明されることを明 らかにしている。

今までの医療費格差に関する先行研究は老人医療費を中心に議論してお り.,

その使用データも都道府県データや市町村データが主流であった。しか し,第

1.醍節では一般医療費 も.含めた医療費の地域間格差を2次 医療圏デーダと都道府

県データを用いて分析 し,医 療の供給面からの違いによる医療費の地域間格差

も重要な要素であることを明らかに したい。それとともに2次 医療圏データの
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第4表2次 医療圏 デー タを用いた分析

(163)71

〔n-335)

係 数 InDue InBcd 相.関 R2 AdR2

一般 入 院

In医 療

hl受 診

In一 件 当 医療 費

一簣 2.20

『.
一〇.10 0.38 053 函8

(10,88) (一2.45) (10.25)

率 0.98

一

〔)..15. 0.43 0.54 o.29 Q.29

(4.49) (一.3.3) (ユ0.73.)

療費 5.83 0.05 一 〇 .05 0.21 0.04 o.04

ヒ

(83,83) (321) (:ゴ璽 ⊥一 .」一_一

一般外来

1。医 颪一 「.

h、受 診 率

In・ 作 当 医 療 費

385

(37.41).

5.94

(77.8)

　 勲
2.52

(39.13)

0.OM

(417)

0.07

(4.75)

0.013

(1.05)

0.22 O.05 0.05

0.25 0.06 0.06

0.06 o,003 Q.0003

老.入.入院

In医 療 費

Ire受.診 率

.In一 件 当 医 療 費.

2.81

(14.01)

1.30

〔6.02)

611

一〇.〔X)7

(一 〇,16>

(一1.77)

6.11

(70.14)

一 一一一丁一.

〔}07

,16>

.0.43

(11.75)

0.64一「 面] 一
.08

.77)

o.52

(13.07)

b.65 D..42 O.42

.07 一〇,097

・塗 笠)
o.29 0.08. 0.08

老人外.来

In医 療 費 4.86

(47.17)

0,146

(7.03)

0.36 o.13 0.13

In受 診 率 6.65

(103.2)

0.11.

(8.13)

0.41 0.17. 0.16

.ln一 件 当 医 寮 費 2.8ユ

(30.44)

0.04

(2.t7)

O.12 0.01 Q.01

資料:国 民健康保 険中央 会[1995],厚 生統計 協会[.1998]か ら作成。
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第5表 都道府県デー タを用 いた分析 (=47)

係 数

一般 入院

InDoc InBed 相 関 2R

一

770

AdR2

In医 療 費 一〇.65

(一1.56)

一〇.16

(.1.31)

0.83

(7,94)

0.88

】n受 診 率 一2
.1

(一4.32)

一 〇
.31

(一2.13)

0,985

(8,09)

0.86

In・ 作 当 医 療 費. 6`95

(26.79)

Q.15

(2.17)

一 D」6

(=2.74)

0.38

i O.76
F.

二 般外来

In医

In受

療 費一. 2.92

(8.45)

0.26

(3.91)

0.50 0.25 .T一繭一

診 率 5.49

(20.40)

0・ユβ

(3.02)

0.41 0.17 0.15

当医療費 2.04

(9.09)

O,105

(2.42)

0.34 0.12 O.1

老人入院

In医 療 費 0.83

(1.596)

一 〇
.299

(一1.93}

◇,934

(7.18)

0.83 0.69 0.68

1n受 診 率.一 一1.25

(一2.47)

一〇.43

(一2.83

1.14

(9,04)

G.88 Q.77 0.76

In件 当医療 費 6.68

(22.71)

0.13

(1.46)

一〇,21

〔一2.85)

0.44 o.19 o.16

老人外来

ln医 療 費 4.4

(10.77)

0.24.

(2.98)

0.41 0.16 0.ユ5

In受 診 率 7.07.

(31,51)

O,026

(o.59)

0.08 0,008. 一〇.0ユ

In...一件 当医 療 費 1.94

(5.61)

〔〉.21

(3.14)

0.42 0.18 0.16

資料;国 民健康保 険中央 会 「19951.厚 生統計協 会[199田 か ら作成。
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評価 も行 い た い。

1都 道府県データと2次医療圏データ

今までの医療費の地域間格差を分析 したほとんどの研究は一貫して都道府県

データを中心に分析を行 った。 しか し,都 道府県データはその範囲が広 く,医

療の完結性を考慮 していない。また,.市 町村データはその範囲が狭 く,数 も多

いため適切な医療費格差の要因を分析するには不十分な要因を持っていた。つ

まり,医 療供給の不足,す なわち医師数や病床数の不足を他の市町村に移動し

て受給することで解決するために,医 療受給の整合性が成 り立たない。

1985年 に成立 した医療法改正による医療計画は1986年 に施行され,全 国の都

道府県においてその対策が行われた。医療計画はゼ病院病床の適正配置.を図る

ための医療圏の設定 と必要な病床数を定める 「必要的記載事項』 とへき地医療

や救急医療の確保,機 能を考慮 した病院の整備,.病 診連携や医薬分業などの機

能分担,医 師や看護婦などの医療従事者の確保など 『任意的記載事項』の二つ

か らなづている。そのために2次 医療圏を定め,無 秩序な病床の増加をコント

ロールしていた%

2次 医療圏とは特殊な医療を除く.一般の医療で,主 として病院における入院

にかかわる医療を提供する体制の確保を図る区域 とされ,地 理的条件や日常生

活や交通事情など社会的事情を考慮 して,一 定の区域が定められている。その

ために,医 療の完結性を配慮 した医療費格差の要因を分析するためには適切な

データであると思われる。

医療圏データは都道府県の一人当たり医療費に収束 しながらも,ば らつ きが

あ り,都 道府県の一人当た り医療費が高いか らと言って都道府県に属 している

.医療圏の一人当た り医療費が高いのではない。都道府県に属 している医療圏の

一人当た り医療費を.一般 と老入
,入 院と外来で表わ したのが第1図 から第4図

6)医 療計画の内容 と歴 史的な背景については郡司[.1ヨ9(11を,ま た医療計 画に よる供給体制の変

化は高木 口996]を 参照 されたい。



74(166)

60

40

20

1

1

1

00

80

60

40

1

　

般

一
人

当

り
入

院

医
療

費

20

第167巻 第2号

第1図 一 般一 ・人 当 た りみ 院 医療 費

50

都道府 県 〔左から高い順)

第2図 一般一人当 た り外来医療費

般

一
人
当
り
外
来
医
療
費

120

100

80

60

40

20

OG
5101520 25303540 4550

都道府県(左 から高い順)



5G

40

即

20

老

人

一
人

当
り

入

院
医

療
費

国民健康保険の医療費地域格差の要因分析

第3図 老人一人当た り入院医療費

(167)75

700

600

500

400

300

200

100

OG
51〔}1520253035 404550

都道府県 佐 から高い順)

第4図 老人 一人当 た り外来医療費

㎜

蜘

姻

蜘

枷

捌

㎜

励

㎜

老
人
一
人
当
り
.外
来
医
療
費

0

50

0
15202530

都 道 府 県 佐 か ら高 い順)

50



76(168).第167巻 第2号

で あ るγ,。こ こで 注 口す べ き点 は 同 じ都 道 府 県 の 中 の 医 療 圏 デ ー タに は異 常値

があ り,綿 の医療圏データと比較して非常に高い一人当たり医療費を示 して隔

る。 一 般 と老 人 の 一 人 当 た り外 来 医 療 費 は都 道府 県 別 にみ た時,ば らつ ぎが小

さい が,般 と老 人 の 一 人 当た り入 院 医 療 費 はば らつ きが 大 きい こ とが 分 か 乱

この 異 常 値 を 調 べ て,1992年 度 の デ ー タ と比 較 した結 果,一 人 当 た り医 療 費 は

ほ とん ど変 わ って い な か っ た。 つ ま り,市 町 村 デ ー タで は高 額 医 療 費 が 発 生 す

る こ と に よ って 一 人 当 た り医 療 費が 高 か った り低 か った りす るが,医 療 圏 で は

一 人 当 た り医 療 費 が高 い地 域 は長 期 的 な傾 向 と して保 たれ て い る。 その た め に,

2次 医 療 圏 デ ー タは 医療 費格 差 の要 因 を検 討 す る時 に,重 要 な意 味 を持 つ の で

はな か ろ うか 。

22次 医療圏データを用いた分析

〔D2次 医療圏全体の分析

第H節 で述べた医療費の格差要因の中で医療の供給面か らの要因を中心に相

関関係を考察することにする。 もちろん上で述べているすべての要因を計量的

に因果関係を証明することは非常に難しい。したがって,こ こでは2次 医療圏

データを用いてデータの許すかぎりの国東関係を分析する。まずは2次 医療圏

全体のデータを用いて医療供給の要因との関係を分析する。一人当た り医療費

は次のような関係がある。

..

一人 当 た り医 療 費=一 人 当 た り受診 率X一 件 当た り医 療 費

医療費に影響をうえる要素を受診率と一件当たり医療費に分けてそれぞれを

引き上げる要因を分析することでどの要因が受診率 と一件当た り医療費を押 し

.上げ,さ らに一人当た り医療費をどのように押 しヒげるかを.分析することがで

きる。これを通 して医療の供給面の要因,つ まり医師数や病床数の要因が どの

簸
塞ぎ

7〕 第1図 から第4図 まで参照.資 料 は国民健康保 険中央会[1995],

から作成,

および厚生統計協会[19981
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よ うな影 響 を与 え てい るか を検 討 す る。

一 人 当 た り医 療 費 と一 人 当 た り受 診 率
,一 件 当 た り医 療 費 に 対 して そ れ ぞれ

対 数 を取 る と次 の よ うな 関係 が導 か れ る。

In一 人 当 た り医 療 費=ln一 人 当 た り受 診 率

+ln一 件 当 た り医 療 費

本稿ではこの関係式を用いて医療の供給面の要因が一人当たり医療費と一人

当た り受診率,.・ 件当た り医療費にそれぞれどのように影響を与えているかを

回帰することを目的としている。説明変数 としては本稿では医師数と病床数を

選択 した。この.=つ の要因以外.に医療費に影響を与えるさまざまな要因がある

と思われるが,・ 人当た り.医療費と一人当たり受診率,・ 件当たり医療費とも

に影響を与えるのは医師数と病床数だと判断されるからである。

医療診療器材は.・件当たり医療費には影響を与えるが受診率には影響を与え

るとは考えに くい。また診療パターンの違いの.要因はデータの入手が困難なた

め,省 くことにした。結局,確 実にそれぞれの要因に影響を与える医師数と病

床数に焦点を当てて回帰分析を行った。

分析の結果

①2次 医療圏データでは人口当たり医師数や病床数が...一・.人当た り医療費と人

[]当たり受診率,一 件当たり医療費に影響を与えることは予想より低かった。

都道府県データでは一件当たり医療費を除いてはその相関係数が高いことが

.確認で.きた。医療費や受診率に医師数や病床数が影響を与えていることが確

認できた。しかし,病 床数に関 しズはかなり相関があったが,.医 師数とはそ

の相関が見 られなかった。

② 外来については規模に関係なく.ほ とんど医師数 と病床数 とは相関がな

かった。その理由,外 来の場合には医療を受給するためにかな り移動 してい

る。それは都道府県データによる分析と比べると明確である。
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③ 受 診 率 を 引 き ヒげ る 要 因 は医 師 数 や 病床 数 な どの医 療 供 給 側 の要 因 だ けで

雑 な く,医 療 を需 要す る側 に もそ の 要 因 が あ る。 それ は受 診 率 に は初 診 と再

診 を 区 別 す る こ とな く,合 わ せ て数 えた か らで あ る.。そ の た め に初 診 と再 診

を区 別 して 考 え る必 要 が あ る。 なぜ な ら初 診 は消 費者 で あ る患 者 の意 志 決 定

で 行 わ れ る こ とだ が,再 診 は医 師の 裁 量 が 多 く関 与す る こ とで あ るか らで あ

る。 た だ し,本 稿 で は これ を分 析 しなか った 。

(2)2次 医療圏の被保険者数規模別の分析

2次 医療圏 と言えども,そ の規模はさまざまであ り,被 保険者が5万 以 ドの

小規模の医療圏がある反面,50万 人以上の大規模の医療圏もある。そのため,

2次 医療圏データを医療圏規模別(被 保険者数)に 応じて分類 し,そ れに基づ

いて医療圏ごとの医療供給面からの要因を分析するとともに2次 医療圏データ

の整合性を検討する。被保険者数5万 人未満,5万 人以F.10万 人未満,10万 人

以上20万.人未満,20万 人以上の四つのグループに分けて分析 を行う。

2次 医療圏データを規模別に分けることによって規模によって生じる医療供

給面と需要面の特徴を見出すことができるからである。被保険者規模別に四つ

のグループに分けて医師数と病床数との重回帰を行った。その結果,次 のよう

な特徴が明らかになった。

一つは
,.入院について被保険者の規模が大 きくなるほど,そ の相関が高くな

る傾向が見 られる。 しか し,10万 から20万人規模の医療圏での相関が20万 人以

上の医療圏の相関より高い点に注目する必要がある。10万から20万人規模の医療

圏が入院に関しては一番整合性があることを示 している。その理由としては規

模の小さい医療圏では大病院が少ないので,近 くにあるより大きな医療圏の病

院に入院する傾向がある。また,10万 から20万人の医療圏はある程度医療が供.

給 されているので,大.都 市に入院するより近くの病院に入院することを選好し

ているのではないか と思われる。つま り,被 保険.者規模の小さい医療圏は距離

的な利点よりは医療の充実性のために移動するが,中 規模の医療圏ではより充
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第6表 規模 別の2次 医療 圏デー タ

〔171)79

2次 医療 圏数 被保険者数 比 率

被保険者数5万 未満

被保険者数5万 以上10万 未満

被保険者数m万 以上20万 未満

132

98

68

4,353,975

7,075,390

9,712,987

12.32

20.03

27.49

被 保険者 数20.万以上 37 14,191,425 40.16

合 .計 .335 35,333,777 1〔}0

資料=国 民健康保険中.央会 〔1995],厚生統計協会[199呂]か ら作成。.

実 した 大都 市 に 移動 す る よ りは距 離 的 な面 を重 要視 す る傾 向 が 見 られ る。 よ り

正確な議論は圏内者の圏外受診率と圏外者の圏内受診率を検討する必要がある。

1.:つ,医 療 の 完 結 性 とい う意 味 で2次 医療 圏 デ ー タが 使 わ れ た が
,医 療 圏

デ ー タの 圏 内 者 圏 外 受 診 割 伊 と圏 外 者 の圏 内受 診 割 合叫を 見 る と必 ず し も
,

医 療 の完 結性 を保 つ デ ー タで は ない 。 な ぜ な ら2次 医 療 圏 も都 道 府 県 を よ り細

か く分 けた だ け で.あって,十 分 な医 療 の 完結 性 を 表 わ して い る指 標 で は ない か

らで あ る。つ ま り,2次 医 療 圏 の 圏 外 や 県外 の数 も無 視 で き ない ほ どの 割合 を

占 め て い る。 平 成8(1996)年 の患 者 調査 に よ る と 圏内 者 圏 外 受 診 率 が40%を 超

え て い る医療 圏 は全 体 の341中72医 療 圏 もあ 昂。 そ の 中で は規 摸 の小 さい 医 療.

圏 が 特 に多 く.含ま れ て い る 。つ ま り,規 模 の 小 さい 医 療 圏 で は 医療 の受 給 の た

め に時 間 コス トと移動 コ ス トをか けて い る。

この よ うに 医療 費 は ただ 単 に年 齢 要 因 だ け で決 ま る こ とで は な く,医 療 供 給

面 か らの さ ま ざ ま な要 因,特 に 医 師 数や 病 床 数 の違 い に よ って も影響 を受 け る.

こ とは無 視 す る こ とが で きな い 。つ ま り,医 師 数 や 病床 数が 多 くて,医 療 の需

要が 増 え る画 と供 給側 の診 療 パ ター ンの 違 い に よ る供 給 が 過 剰 に な る面 も含 ま

れ る。 診 療 パ ター.ンの違 い は薬 剤使 用 や検 査 実 施 回数 が 異 な る こ とに よ って そ

の 地域 の 医療 費 を押 し.ヒげ る原 因 に な って い る。 つ ま り
,問 題 とな る の は 医療

8}当 該2次 医療圏内に居住する推計思者数のうち,当 該2次 医療圏外の医燦施設で受療 した患者
の割合。

9)当 該2次 医療圏内の医療施設で受療 した推計患者数のうち,当 該2次 医療圏外に居住する患者
の割合。



80(1.72)第167巻 第2号

第7表 被 保 険 者規 模 別 の一 般,老 人 一 人 当 た り入 院 療 費

係 数 InDoc InBed 相 関 R2 AdR2

20万 人 以F.n=37

In一 般 一 人

当 入 院 医 療 費

1.44

(2.74)

0.09

(0.76>

0.32

(2.39)

0,695 0.48一.. 0.45

..

r...「..一

〇.42In老 人 一 人

当 入 院 医 療 費

2.37

(3.53>

一〇.04

(一 〇.28)

0.53

(3.n)

0.67 0.45

吃.

10万 人以上20万 人未満n=68

In一 般 一 人

当 人 院 医 療 費

0,592

(196)

一〇.04

(一 〇.53>

0.55

(7,36)

0.83 0,696 0,687

In老 人.....一人

当 入 院 医 療 費

1.ユ1

(3.・16)

一〇.09

(一1.17)

0.74

(8.51)

0.86 0.73 0.72

5万 人以上10万 人未満n=98

In一 般一 一 人

当.入 院 医 療 費

1.94

〔5,32)

一一〇.04

(一 〇,46)

0.37

(5.03)

0.56 0.32 0.3

In老 人 一 入

当 人 院 医 療 費

223

(5.54)

一 〇
.17

(一1.95)

0.63

(7.76)

0.69 0.47 0.46

5万 人未満n=132

ln一 般 一 人

当 入 院 医 療 費

0.09

(1.08)

0.21

(4.58>

0.49 0.24 0.22

In老 人.・ 人

当 入 院 医 療 費

2.52

(7.37>

4.01

(10.82)

一〇.13

(一1.53)

0.35

(6.84)

0.54 0.29 0.28

轟.1

資料=国 民健康保険中央会[1995],厚 生統計協会[1998]か ら作成。

供 給 側 の 要 因が 需 要 者 に過 剰 の 医療 を供 給 す る と こ ろ にあ る。

したが って,こ の よ うな 医療 供給 面 で の違 い を無 視 して,年 齢 要 因 だ け を考

.慮 した制 度 の 一 元 化 は 地 域 間 の保 険料 負 担 の格 差 を広 げ る結 果 に な る可 能 性 が

きわ め て高 い 。 一 元化 は 各 地域 の年 齢 差 だ け を考 慮 に入 れ て実 質 医療 費 な る も

の を地 域 ご とに計 算 し,こ れ とそれ ぞれ の地 域 の 実 際 医療 費 を比 較 して,後 者

が 前 者 を超 え る時 に は,そ の分 は原 則 と して 市町 村,都 道 府 県 が 共 同 して負 担

す る とい う地 域差 調整 シス テ ム の導 入 で あ る。 要 す る に この案 は,年 齢構 成 の
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相 違 以 外 の 要 因 で発 生 す る地 域 差 につ い て は,ペ ナ ル テ ィと して 地 方 負担 を 求

め る,と い う もので あ る。 この 一 元化 の 問題 は地 域 差 発 生 の 合 理 的 理 由 と して

年齢 要 因以 外 の もの は認 め な い,と い う点 に あ る。

3医 療費の地域間格差に対する基本的な考え方

このような医療費の地域格差に影響を与える要因をすべて解消することが望

ましいことであろうか?医 療費の地域格差を完全に解消 して完全な医療費の

標準化を達成することは不可能である。そのため,す べての医療費の地域格差

を解決するための政策を考えることが不可能である。ある程度,.や むを得.ない

要因については認めるべ きである。 しか し,保 険者である市町村がどうするこ

と竜できない要因については国や都道府県 レベルでの対策を立てて役割分担を

明確にする必要がある。やむを得ない要因については認めるが,非 合理的な要

因については自己負担にするか,保 険者が積極的に抑制するような制度にしな

ければならない。

国保の医療費格差の要因を大きく三つの部分に分けることができる。一つは

医療需要が確実に増やす要素として年齢要因がある。これはある程度予測でき

るものと思われる。二つ,保 険によって自己負担金の低下することによる過剰

需要の要因であ.る。三つ,医 療供給面からの出来高払い制度による過剰供給の

要因である。

保険者が過剰需要を抑制することはある程度できると考えられるが,医 療供

給面か らの要因は保険者の努力によって解消できるとは考えにくい。 したがっ

て,一 元化の条件 と.しては年齢要因の解消だけではなく,医 療の供給面からの

要因を標準化する必要があると思われる。医療の供給面か らの要因を標準化す

る方法は次の節で議論する。

IV定 額払い制度への移行可能性と保険者の役割

第皿節で述べたように,医 療費の決定要因は年齢要因以外にも供給側の要因
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によって決定される.こ のような医療の供給面からの影響を考慮に入れて医療

保険制度の改革を進めなければならない。供給面からの要因を排除しないで,

需要面からの年齢要因だけをリスク調整 した上で他の要因を被保険者の責任に

することは新たなる財政格差を引 き起こす原因ともなりかねない。 したがって

年齢要因だけではなく,供 給面からの要因をもリスク調整 した上で医療費の地

域間格差を解消するためのインセンティブが働 くように制度を改革する必要が

ある。

この節では供給面のリ.スク調整の方法と.して定額払い制度について議論した

後,保 険者には医療費抑制のインセンティブを与えるとともに被保険者の過剰

な医療費に対 してはその被保険者に費用を負担 してもらう仕組みが必要である

ことを議論 したい。

1医 療供給の標準化一 定額払い制度の可能性

医療供給か らの誘因による医療需要の増加は本稿で も明らかにしたように確

かに影響を与えている。このような医療供給面からの医療費増加は保険者の努

力で回避で きないとは確実ではない。ここでいう医療費の増加は医療供給側が

もたらす医療の過剰供給である。しかし,..・般的には情報の非対称性が存在す

るため,保 険者である市町村が供給側の医療をチェックし,医 療費を抑制する

ことは非常に高い費用を要するために,現 実的には不可能である。

この供給面からの医療費増加要因は国や都道府県レベルからの規制が制度的

に必要であろう。これが医療費の地域格差を考える上で重要な部分である。こ

Q保 険者の責任に帰することができない医療の供給からの要因を標準化 した ヒ

で保険者間にインセンティブが働 くようにすることが望ましいと思われる。

その一つの方法が定額払い制度への移行であると思われる。今までの出来高

払い制度は医療供給側の医療費抑制のインセンティブがまったくない制度であ

り,過 剰診療をするほど医療機関の利益が上がる仕組みである.。そのために,

病院数,.医 師数,病 床数などの医療の供給が多い所では1人 当 りの医療費が高
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くなり,医 療費の地域格差.の大きな原因となっている。それ とともに,診 療パ

ター ンの違いは医療費の地域間格差を説明する重要な要因である。したがって,

診療パターンの標準化が政策的に必要であろう。

診療パター ンの違いというのは医師の判断基準の違いともいえる。つまり,

いかにして医師の判断基準を標準化 し,患 者の性質が同じならぼ,ど の医師で

あっても同 じ治療内容になるような体制にもっていくかが大 きな課題である。

そのためには,患 者が持 っている様々な状態に対応してきめ細か く医療サービ

スを規定 し,医 師の判断基準が分かれる部分を縮小 していく必要がある。

これに関して,現 在では主要な病気の主な状態に対.して,.医学水準からみた

.最適なプロセスと,期 待される治療成果をある程度規定できるようになった。

しか し,こ の定額払い制度は診療報酬制度とは反対に過少医療が懸念される。

なぜなら,同 じ疾病の治療に ・定の金御を支払う定額払い方式となっているの

で,で きるだけ少ない医療費で治療すればそれだけ供給者の黒字になるからで

ある。つまり,コ スト削減のために医療の質を落とす可能性がある。したがっ

て定額払い制度の課題 はいかにして医療の質を確保するかである。そのために

徹底的な医療の標準化が必要になる。

当然,こ の.ような医療の標準化は供給側の裁量を制限するので,医 療供給者

の独 自の判断や新 しい試みを抑制す る批判がある。そのために質に対 して良質

な医療を提供 した医療機関に報酬を多 く支払 うなどの努力誘因を提供する必要

がある。

医療の量 と質とい う二つの政策 目標にそれぞれのインセンテ ィブ規制を組合

わせることが きわめて有効である。

2現 行の国民健康保険の医療費抑制政策

国保は医療費格差に伴 う財政格差を是正するために,「基準超過医療費共同

負担制度」が実施されている。この制度は医療給付費が著 しく多額な市町村に

おいて,国 と地方が一体となって医療費適正化政策に取 り組み,運 営の安定化
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を推 進 す る仕 組み で あ る。 実 績 給 付 費 が 基準 給付 費 の1.17倍 を乗 じて得 た額 を

超 え る場 合,そ.の 超 え る額 につ い て,実 績 給 付 費 の100分 の3ま.で の範 囲 を 上

限 と して,保 険料 の他,国,都 道 府 県,及 び 当該 市 町村 が6分 の1ず つ 共 同 で,

負 担 す る もの で あ る1。:。しか し,こ の.基準 超 過 医 療 費 共 同負 担 制 度 は過 剰 医療

費が 保 険 者 で あ る市 町 村 は ど うす る こ と もで き な い要 因 と考 え,そ の財 政 的 な

負 揖 を政 府 が 肩 代 わ りす る制度 で あ る。 つ ま り,医 療 費抑 制 の イ ンセ ンテ ィブ

を与 え る制 度 で は な い 。

政 府 が 戦 略 的 に使 え る こ とは 国庫 負 担 金 の 配分 の仕 方 で あ る。 ま た は,制 度

の 中 に イ ンセ ンテ ィブ が働 くよ うにす る こ とで あ る。現 行 の 国民 健 康 保 険 制 度

の 中 で イ ンセ ンテ ィブが 働 くよ う に して い る部分 は次 の二 つ だ けで あ る。

一 つ は財 政調 整 交 付 金 制 度1Uが あ る
。 この財 政 調 整 交 付 金 の 配 分 方 式 には保

険料 の徴 収 率 に よ って 割 当 の 比 率 が 変 わ るよ うな仕 組 み に な って い る。つ ま り,

.保 険者 の保 険 料 徴 収 率 が 高 いほ ど,財 政 調 整 交 付 金 は多 く もらえ る仕 組 み で あ

る。

もう一つは老人保健制度の拠出金である。保険者に属する老人の1人 当 り医

.療費が小さいほど老人保健拠出金が少なくなる仕組みをとっている。

要するに,こ の二つの制度は保険.者の努力を促すような仕組みになっていて,

努力すると財政交付金を多 くもらえるか,ま たは,老 人保健拠出金を少な く拠

出されるようになっている。 しかし,現 行の医療保険制度でインセンティブを

与えている部分は上で述べている二つの部分だけであ り,そ の効果も明確なも.

のではない。実際に国保を運営 している保険者がその制度的仕組みをうまく利

用 しているか どうかも疑問が残る部分である。インセンテ ィブが働 くような制

度をつ くること綜市場の原理を生かすことにな り,保 険者間の競争を促す効果

を持っている。

10).厚 生統計協 会[1996]146ペ ヒ・・ジ参照。

n)財 政調整交付金 はすべての市町村に対 して交付 され るとい うわけではな く,調 整 対象需 要額 に

対 し.て,調 整対象収.支額が不足する市町村 に交付 され る。
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この よ うな イ ンセ ンチ.イブ が働 く仕 組 み は制 度 改 革 を考 え る時 に必 ず念 頭 に

置 か な けれ ば な らな い こ とで あ る。 もっ と イ ン セ ン テ ィブ演 働.くよ うな要 素 を

取 り入 れ る必 要 が あ る と思 わ れ る。 そ うす る こ とに よ って,市 場 の原 理 が働 く

社 会保 険 制 度 に な る と思 わ れ る。

3保 険者の役割

医療の供給側の要因を標準化 してから,は じめて保険者の役割が重要な役割

を果たすと思われる。保険者が国保財政の健全化を確立するためには,ヘ ルス

事業の充実による予防体制の整備や,被 保険者(患 者)に 対する実質医療費の

積極的な通知運動,保 険料収納率の向.E等,保 険者自身が様々な角度から医療

費の適正化に取 り組む地道な努力が求められる。

しか し,現 行の国保制度上,保 険者自身.が直接 コントロールできる医療費の

領域が狭 く限られている。現行の医療費決定メカニズムでは市町村が有効な医

療費抑制手段を持ってない。国庫負担金などの国レベルでの補助金政策に戦略

的な配分方式を利用 して各保険者に医療費を抑制するインセンティブを与える

とともに,国 保の保険者である市町村にさまざまな権限を委ねることによって

医療費抑制手段を持たせる必要がある。

被保険者が医療機関に受診する以前の段階や,ま た在宅への訪問看護によっ

てかなりの程度の医療費削減効果があることは,い くつかの健康保険組合の実

例で明らかである。現行制度に医療費を抑制するためのインセンティブがあま

り働いていないこと,ま た保険給付などについて自由裁量の余地がないことが

医療費抑制につながらない と言えよう、

現行の補助金配うメカニズムを改め,各 市町村の保険者にi年 齢要因を補正

したうえでの標準的な医療費以上.は各市町村の負担とすることで,医 療費抑制

のインセンティブを与えるべ きである。つまり,保 険者の権限ではどうするこ

ともできない医療費増加の要因は財政調整などの対象にすると共に抑制の可能

性がある要因については保険者にその役割を担ってもらうことが制度的に望ま
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あ る程 度保 険者 の レベ ルで 制御 で き る需 要面 か らの要 因 は保 険 者 にそ の 責任

を帰 す る こ とに よ って イ ンセ ンテ ィブ効 果 を高 め る必 要 が あ る と.考.えられ る。

そ れ だ げで は な く,需 要 面 か らの 医療 費 を抑 制 した保 険 者 に は何 らか の 褒 賞 金

を与 え るな どの イ ンセ ンテ ィブ を与 え る制 度 づ く りが 必 要 で あ る。

V結 びにかえて

.本稿では2次 医療圏デー タを用いて医療費の地域間格差を分析 した。医療費

の地域間格差は年齢要因以外のさまざまな要因が絡み.合った結果であることは

明らかになった。 しか し,2次 医療圏データも確実な分析には限界があること

も明らかになった。年齢構成の差異は重要な医療費の説明要因であるが,そ れ

でも説明で きない部分 もきわめて大 きい。

したが って,年 齢要因だけを医療費格差の要因を考え,.そ のリスクだけを財

政調整 した上で他の要因は被保険者の負担とする制度的改革は新たな財政格差

を生 じさせる結果にな りかねないことを議論 した。

また,2次 医療圏データの整合性を試すこともできた。つまり,被 保険者数

がユ0万から20万規模の医療圏では一.般と老人の.入院医療費に関しては医師数と

病床数と相関関係が高かったので,10万 から20万人規模の医療圏が一番入院に

関しては整合性に合致 していることがいえる。

医療費の供給側か らの要因を標準化する方法として定額払い制度の導入が必

要であることを論 じた。その上,補 助金配分メカニズムを改めて,各 市町村の

保険者に,年 齢要因を補正.した上での,標 準的な医療費以上は各市町村の負担

とすることで,医 療費抑制のインセンティブを与えるべきであるという考え方

がある。しか し,医 療の需要面からの要因もすべて抑制できることではない。

結論 として制度改革の方向性は口本の医療保険制度の中で市場原理が有効に働

く部分はそれを生かすことである。そのためには上でも述べたように保険者が

どうすることもできない医療費増加要因を国レベルで標準化 し,保 険者が医療
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費抑制の主体になれるようにすることが望ましいと思われる。
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